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はじめに

　日本はユーラシア大陸の東縁に位置し、北東から南西に約3000kmに亘って広がる弧状列

島であり、地震、津波、暴風、豪雨、地すべり、洪水、高潮、火山噴火、豪雪など、世界で

も類のない多種多様な災害に見舞われやすい自然状況下にある。

　国土庁防災局（2001）『日本の災害対策』によれば、災害とは、一般的には、人間の社会

的生活や人命が、異常な自然現象のような外力により、急激に撹乱され、被害を受けた場合

の原因と結果を合わせた趣旨で用いられている。異常な自然現象等の外力が、人間の営み、

社会経済活動等に影響を及ぼす場合に災害となる。

　また、近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等、社会構造の変化により災害脆弱性の高

まりが見られる。その為、毎年のように多くの人命と財産が失われている。最近では、阪神

淡路大震災1995（平成７）年、中越地震（中越大震災）2004（平成16）年、能登半島地震

2007（平成19）年、中越沖地震2007（平成19）年、直近では岩手・宮城内陸地震2008（平成

20）年等、忘れる暇もなく災害が起こっている。

　国、公共機関及び地方公共団体は、これらの社会構造の変化に十分配慮しつつ、逐次、修

正を加えながら防災対策を推進している。とりわけ高齢者、障害者、外国人等、いわゆる災

害時要援護者の増加が見られる中で、要援護者としての障害者への対策は緊急な課題であ

る。本研究の最終目標は、災害という切り口を通して夫々の地域に適した社会サービスが行

われ、共生社会の実現に幾分でも寄与することを願って計画した。

　本論では、まず日本の防災の歴史を辿り、社会の大きな変容の中にあって、また、様々な

災害を経て、災害対策がどのように変化してきたか、特に要援護者の対策がどのように変化

してきたかを、国の「防災基本計画」や都道府県、市町村の「地域防災計画」の対策を通し

て検討することにした。本論では、災害時要援護者の支援対策として、2004（平成16）年７

月13日の「７.13新潟豪雨災害」、同年10月23日の「中越大震災」と立て続けに大災害を経験
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し、既存の防災体制の根本的な見直しを迫られた新潟県を例にとり、その「新潟県地域防災

計画」について「中越大震災」の前後を比較検討し、考察を加える。

１．日本の防災対策の歴史と課題

１）日本の防災対策の歴史

　日本の災害対策に関する制度は、窮民救助の「備荒儲蓄法」1880（明治13）年まで遡るこ

とができる。「備荒儲蓄法」は罹災困窮者に対する食料、小屋掛料、農具及び種穀料の支給

並びに、地租納税不能者に対する租額の補助、貸与を内容とするものであった。その後1890

（明治23）年以降大規模な風水害が相次ぎ1899（明治32）年には、「罹災者救助基金法」が施

行された。各道府県は最低50万円（当時の金額）の基金を設け、国がその一部について補助

金を支出した。その後、数次にわたって改正され、1947（昭和22）年、「災害救助法」が制

定されるまで、「罹災者救助基金法」によって被災者の救助が行われた。

　1947（昭和22）年制定の「災害救助法」では、被災者の救助という災害応急対策を組織的

に行うための救助活動全般にわたる規定を設けるとともに、救助費用についての国庫と都道

府県との分担関係を明らかにしている。1961（昭和36）年には、「災害対策基本法」が制定

され、災害対策に対する制度の充実が図られた。

（１）「災害対策基本法」1961（昭和36）年

　「災害対策基本法」は、1959（昭和34）年の高潮・暴風・大雨などにより大災害となった

伊勢湾台風を契機として制定された法律である。この法律で特に留意した点として１災害対

策の総合化　２災害対策の計画化　３災害が国の経済および社会の秩序の維持に重大な影響

を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合に対処する体制を確立することの３点を挙げて

いる。

（２）「防災基本計画」1963（昭和38）年以降

　現在の「防災基本計画」1963（昭和38）年は、「災害対策基本法」1961（昭和36）年第34

条第１項に基づき、中央防災会議が作成する政府の防災対策に対する基本的な計画であり、

日本の災害対策の根幹となるものである。

①特色

　災害の種類に応じて講じるべき対策が容易に参照できるような構成である。災害予防・

事前準備、災害応急対策、災害復旧・復興という時間的順序によって記述している。また、

国、地方公共団体、住民など、各主体の責務を明確にするとともに、それぞれが行うべき対

策をできるだけ具体的に記述している。

　防災基本計画の策定はその後、地震対策、自然災害対策、原子力災害対策など、何度も修
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正が行われ、近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等の社会・経済構造の変化に十分配慮

して、常に的確かつ適切な対応が図られるように努めている。現在の「防災基本計画」は

2007（平成19）年３月に修正されたものである。

②防災基本計画の作成・修正の記録

　日本の災害対策の根幹となる「防災基本計画」の作成・修正は社会の変容に伴う災害の変

化、組織の改革などにより、年毎に見直しが行われている。

　昭和38年「防災基本計画の策定」が行われ、昭和46年には地震対策、石油コンビナートの

対策で一部修正された。平成７年には自然災害対策で全面修正が行われた。また平成12年に

は５月に原子力災害対策全面修正が行われ、同年12月には中央省庁等改革に伴う修正が行わ

れた。平成14年には風水害対策編及び原子力災害対策編が修正され、平成16年には震災対策

編が修正された。平成17年には自然災害に係わる各編で見直しが行われ、高齢者の避難支援

強化など修正された。更に平成19年には防衛庁の防衛省への移行に伴う修正が行われ、現在

に至っている。

③体系

　「防災基本計画」は現在の災害対策の根幹をなすものであり、中央防災会議（註）が作成

する災害分野の最上位計画として、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切

化、防災に関する科学技術及び地域防災計画において重点をおくべき事項について、基本的

方針が示されている。

（注）中央防災会議

　総理府に設置、会長は内閣総理大臣、委員は防災担当大臣をはじめとする全閣僚、指定公

共機関の長４名（日本銀行総裁、日本赤十字社社長、NHK会長、NTT社長）、学識経験者

４名が任命され、「防災基本計画」の作成、実施の推進を図っている。

（３）「地域防災計画」1963（昭和38）年以降

　中央防災会議が作成する「防災基本計画」に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防

災業務計画を、地方公共団体は「地域防災計画」を策定する。地方公共団体の各都道府県市

町村は、地域により自然環境、産業、人口密度等が大きく異なるため、夫々の地域に即した

「地域防災計画」を策定している。地域で大きな自然災害などを受けた年は、その貴重な経

験を「地域防災計画」に取り入れ、年々改善されている。

２）日本の防災対策の成果と課題

　日本の防災対策は国の策定する「防災基本計画」を基本としているが、地方公共団体が自

然災害その他の貴重な経験を踏まえて「地域防災計画」を年毎に見直し、他の都道府県もそ
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の成果を取り入れ、互いに向上を目指している。また最近は、近隣の都道府県が積極的に応

援に駆けつけ、阪神淡路大震災では全国からボランティアが応援するなど、防災対策の上で

重要な役目を果たしている。結果として災害を共有する事で日本の防災対策を向上させてい

る。課題はこのような援助活動が機能する為の行政と民間との共働である。
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　いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し災害から身を守る

ために、安全な場所に避難する等の災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、

一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられている。要援護者は新しい環

境への適応能力が不十分であるため、災害による住環境の変化への対応や避難行動、避難所

での生活に困難を来すが、必要な時に必要な支援が適切に受けられれば、自立した生活を送

ることが可能である。

　なお、要援護者情報の収集・共有に取り組んでいくに当たっては、現在の市町村の取組状

況に関する次のア、イ、ウの例などを参考に、対象者の考え方（範囲）を明らかにし、重点

的・優先的に進めていくことが重要である。

ア、介護保険の要介護：要介護３（重度の介護を要する状態で、立ち上がりや、歩行などが

自力でできない状態など）以上の居宅で生活する者を対象としている場合が多い。

イ、障害程度：身体障害者（１・２級）及び知的障害者（療育手帳A等）の者を対象として

いる場合が多い。

ウ、その他：一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。

災害救助実務研究会編集『災害救助の運用と実務─平成18年版─』p178

　1995（平成７）年１月17日の阪神・淡路大震災（M7.3）は死者・行方不明者6,436人の大

惨事となったが、この時、要援護者の避難状況の把握や、生活情報の提供、救援活動など

は、通信・交通手段が困難なため迅速に行えたとは言えず、対応がかなり遅れ、特に要援護

者が避難所で生活する事の大変さが指摘された。設備的には車椅子の使用は出来ず、障害者

用のトイレもなく、障害者とその家族が避難所では生活しにくいとの理由で、壊れかけた半

壊の危険な家に帰る例も見られた。また、精神病のある方で、震災による恐怖感から奇声を

発するなどの例があり、避難所の他の方に気兼ねして自宅に帰らざるを得なかったケースも

あり、このような震災に於いても、要援護者は、より以上に厳しい状況にあることが浮き彫

りにされた。この事実を踏まえて、国や都道府県でも「防災基本計画」や「地域防災計画」

の中に、初動体制の確立や、ボランティアの受け入れと共に、災害時援護者対策が加えられ

た。併し、その中身はかなり抽象的であり、具体性がなく課題が残された。


